
（抜 粋）

第三章 公立博物館

(設置) 
第十八条 公立博物館の設置に関する事項は、当該博物館を設置する地方公共団体の条例

で定めなければならない。

(昭三一法一六三・一部改正) 
(所管) 
第十九条 公立博物館は、当該博物館を設置する地方公共団体の教育委員会の所管に属す

る。

(博物館協議会) 
第二十条 公立博物館に、博物館協議会を置くことができる。

２ 博物館協議会は、博物館の運営に関し館長の諮問に応ずるとともに、館長に対して意

見を述べる機関とする。

第二十一条 博物館協議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に

資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、当該博物館を設置する地方公共団

体の教育委員会が任命する。

(平二〇法五九・一部改正) 


